


 

 

1. 申込みができる方 

原則として、市内に在住、在勤、在学している方で構成された 10 人以上の任意グループ・任意団

体です。（自治会・サークル活動・子ども会・学習会など地域で自主的に活動している市民を対象とし

ています。）また、出前講座を受講するために一時的に作られたグループ・団体も含みます。 

※ 次の場合は出前講座の申込みができません。 

・ 公の秩序を乱す恐れのあるとき。 

・  営利を目的とするとき。 

・ 講座の目的に反するとき。 
 

2. 申込方法 

①  開催希望日の１か月から２か月前に講座の担当に、まずは電話等でご相談ください。希望講

座、開催日時、開催会場、参加者数、学習会の目的、団体名、代表者の氏名、連絡先などが必

要です。 

②  ご相談後、講座の担当に「はちおうじ出前講座」講師派遣申込書を開催日の 20 日前までに

提出をお願いします。講師派遣申込書は本冊子の 31 ページにあります。 

※市役所編の講座(番号 1～93)の場合は、右の二次元コード(申込みフォーム)  

から講師派遣申込書を送っていただくこともできます。 

 ご注意 

・ 担当の都合により開催日時などを調整させていただく場合があります。 

・ 防災課、警察署、消防署の講座については、緊急事態が発生した場合、中止させていただく

こともありますので、あらかじめご了承ください。 
 

3. 開催時間 

時間については講座の担当にご相談ください。開催時間は２時間以内を目安にお願いします。 
 

4. 会場の手配 

八王子市内の会場をご用意ください。（会場の手配、当日の準備などは講座を申込んだグループ・団

体でお願いします。） 

オンラインが可能な講座もございます。オンラインでの開催は講座を申込んだグループ・団体にホ

スト(機材等の準備を含む)となっていただくことを前提としています。詳細については、各講座の担

当にご相談ください。 
 

5. 講師料 

無料です。ただし、講座によっては資料や材料などを用意していただく場合があります。 

 

                     お  願  い 

「はちおうじ出前講座」は皆さんの生涯学習活動を支援する目的で開講しています。皆さんが主

催する学習会などに職員の専門知識を生かした講義や説明などを出前して行うものです。苦情や要

望をお受けする場ではありませんので、趣旨をご理解のうえ、お申込みください。 
 
生涯学習スポーツ部学習支援課 Tel 648-2231  Fax 648-2151 

 
 
※ ホームページでも出前講座を掲載しています。 
  八王子市 HP トップ > くらしの情報 > 教育・生涯学習・スポーツ > 生涯学習・スポーツ > 生

涯学習 > はちおうじ出前講座 

ご 利 用 案 内 

https://logoform.jp/f/ld8Xh/6431735?key=bba20d50927c94db0578f673e1fddcb3d2d93a0b09120d06365aa5fed88df44d
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